
令和４年度 第１回高知県中山間総合対策本部会議 次第

日時：令和４年６月３日（金）

1０：００～1１：３０

場所：第二応接室

■開会

■開会挨拶

■議題

１．令和４年度中山間総合対策本部の運営について

２．令和４年度における各部局の中山間対策に関連する取り組み等について

３．その他

■閉会挨拶

■閉会

・・・資料・・・

資料１－１ 中山間総合対策本部の概要

１－２ 令和４年度中山間総合対策本部会議の進め方について

１－３ 集落実態調査を踏まえた今後の中山間対策の方向性について

１－４ 集落実態調査を踏まえた中山間対策の施策体系［山中八策］

資料２ 令和４年度における中山間対策に関連する取り組みについて

資料３（参考）令和４年度中山間対策に関連する各部局の運営方針



第１回高知県中山間総合対策本部会議の進め方について

・日時：令和４年６月３日（金）10:00～11:30（90分）

・場所：第二応接室

■ 開会挨拶（知事）（10:00～10:05）

■ 議題

１．令和４年度中山間総合対策本部の運営について（10:05～10:10）

［報告：中山間地域対策課］

【資料構成】

①中山間総合対策本部の概要

②令和４年度中山間総合対策本部会議の進め方について

③集落実態調査を踏まえた今後の中山間対策の方向性について

④集落実態調査を踏まえた中山間対策の施策体系［山中八策］

２．令和４年度における各部局の中山間対策に関連する取り組み等について

（10:10～11:25）［報告：各部局］

【資料構成】

①令和４年度における中山間対策に関連する取り組みについて

②令和４年度中山間対策に関連する各部局の運営方針（参考資料）

３．その他

■ 閉会挨拶

■ 閉会（11:30）

時 間 説 明 部 局

10:10～11:25

（5分＊13部局）

※中山間は10分

①中山間振興・交通部 ⑧商工労働部

②総務部※ ⑨観光振興部

③危機管理部 ⑩農業振興部

④健康政策部 ⑪林業振興・環境部

⑤子ども・福祉政策部 ⑫水産振興部

⑥文化生活スポーツ部 ⑬土木部

⑦産業振興推進部 ⑭教育委員会

※総務部、土木部は参考資料あり



高知県中山間総合対策本部設置規程
（設置）

第１条 関係部局の連携により、実効ある中山間地域対策を推進するため、高知県中山間総合対策

本部（以下「対策本部」という。）を設置する。

（構成）

第２条 対策本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部次長

(4) 本部員

２ 本部長は、知事をもって充てる。

３ 副本部長は、副知事をもって充てる。

４ 本部次長は、中山間振興・交通部長をもって充てる。

５ 本部員は、総務部副部長、危機管理部副部長、健康政策部副部長、子ども・福祉政策部副部長、

文化生活スポーツ部副部長、産業振興推進部副部長、産業振興推進部地域産業振興監、中山間振

興・交通部副部長、商工労働部副部長、観光振興部副部長、農業振興部副部長、林業振興・環境

部副部長、水産振興部副部長、土木部副部長及び教育次長（副部長又は次長が2人以上あるときに

あっては、本部長が指名した者とする。）をもって充てる。ただし、本部長が必要があると認め

たときは、他の部局の副部長又は次長を本部員とすることができる。

（職務）

第３条 本部長は、対策本部を代表し、その事務を統括する。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

３ 本部次長は、副本部長を補佐し、副本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

４ 本部員は、本部長の命を受け、それぞれの職務に応じて対策本部の事務に参画するものとする。

（所掌事務）

第４条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 中山間地域の実態把握に関すること。

(2) 中山間地域の調査研究に関すること。

(3) 中山間地域対策の検討及び推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、中山間地域対策に関連する重要事項に関すること。

（推進チーム）

第５条 本部長は、必要に応じ、個別の課題・テーマに応じた推進チームを設置することができる。

２ 前項の推進チームの構成員は、本部長が指名する。



（事務局）

第６条 対策本部の事務を処理するため、対策本部に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局職員を置く。

３ 事務局長は中山間振興・交通部中山間地域対策課長を、事務局次長は中山間振興・交通部中山

間地域対策課課長補佐をもって充てる。

４ 事務局職員は、中山間振興・交通部中山間地域対策課の職員をもって充てる。

（雑則）

第７条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則
この訓令は、平成７年４月１日から施行する。

附 則
この訓令は、平成10年４月１日から施行する。

附 則
この訓令は、平成13年４月１日から施行する。

附 則
この訓令は、平成14年４月１日から施行する。

附 則
この訓令は、平成15年４月１日から施行する。

附 則
この訓令は、平成19年４月１日から施行する。

附 則
この訓令は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この訓令は、平成21年８月１日から施行する。

附 則
この訓令は、平成24年2月17日から施行する。

附 則
この訓令は、平成24年４月１日から施行する。

附 則
この訓令は、平成29年４月１日から施行する。

附 則
この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

附 則
この訓令は、令和４年４月１日から施行する。


